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三重県における移住外国人労働者数は３万人を超えようとしています。その数は、労働者とそ

の家族です。家族間の諸問題が多様にでてきています。ＤＶ事案も多くあります。移住女性の受

けるＤＶ被害の特有性と、支援の実務的な問題と方向性については、支援者の皆様が苦慮され

るところであり、当事者達の問題は深刻化しているように思われます。 

今回、こういった問題の研修会を下記のように開催することになりました。県下、初めての取り

組みです。多くの皆様の参加をお待ちしています。 

 

◆日 時  平成１９年８月３０日（木）午後１時～午後４時 
◆場 所  三重県伊賀庁舎４階 第３・４会議室（伊賀市四十九町２８０２番地） 

◆講 師  外国人女性・子どものための相談機関「くろーばー」（大阪）  

事務局長 尾上 皓美さん 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆主 催  ＤＶを考える

◆協 力  NPO 法人 

◆費 用  資料代として

◆参加方法 ８月２０日

◆お申し込み・お問い合

  ＴＥＬ ０９０－９２２３

  E-mail   igadvhelp
 

 

ふ り が な  
氏   名  

※講師に聞いてみたい 

ことがありましたら、 

お書きください。 

（例）在

・

「外国人

 

※お申込いただいた個人情報
講師プロフィール： 中国語通訳者、くろーばー事務局長。  

慶應義塾大学卒業後、商社勤務、中国留学を経て、2000 年から（特活）多文化共生

センター大阪職員として在住外国人対象の生活相談、通訳コーディネートを担当。

2002 年 10 月退職後も、ボランティアスタッフとして同センター相談業務やＤＶ関連事

業を担当。2003年5月くろーばーの前身である「外国人DV被害者支援ネットワーク

おおさか」を設立し、外国人 DV 被害者のための相談事業、通訳翻訳事業、通訳者

養成事業等を実施。現在、くろーばー事務局長、相談員、移住労働者と連帯する全

国ネットワーク「女性への暴力」プロジェクト運営委員。 フリーランスの中国語通訳

者としても法律や生活支援分野を中心に活動しており、通訳者養成にも力を入れて

いる。2006年 9月に対人援助場面の通訳者の専門性を確立する目的で「多言語コミ

ュニティ通訳ネットワーク」（mci-net）設立、共同代表。 
会伊賀・三重県 

伊賀の伝丸 

５００円 

（月）までに下記へお申し込みください。 

わせ先： 事務局 ＤＶヘルプライン・ＭＩＥ 

－３３５１  ＦＡＸ ０５９５－２１－８９９１ 

@yahoo.co.jp 

所属があればご記入ください 

 

留資格がない被害者への経済支援はどうしたらいいですか？

DV 被害者への支援」 講座申込書 

は、本講座の受付のみに使用し、それ以外の目的に使用することはありません。 


